
（様式１）

所管課名 医療政策課 整理番号 4

許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

３０日

－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

病院の変更許可（病床数等の変更あり）

医療法第７条第２項

病院の変更許可（病床の数及び種別の変更あり）

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

【参考】
医療法第７条第２項
　病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」とい
う。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は臨床研修等修了医師
及び臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの若しくは助産師でない者
で助産所を開設したものが、病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする
ときも、厚生労働省令で定める場合を除き、前項と同様とする。
一　精神病床(病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。以
下同じ。)
二　感染症病床(病院の病床のうち、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項
に規定する二類感染症(結核を除く。)、同条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染
症及び同条第八項に規定する指定感染症(同法第七条の規定により同法第十九条又は
第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用
する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症
又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)並びに同法第六条第九項に規定する新
感染症の所見がある者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
三　結核病床(病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
四　療養病床(病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、
主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう。以下同じ。)
五　一般病床(病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のものをいう。以
下同じ。)

第７条第２項、第21条、第23条

医療法施行規則第１条の14第３項、第２条第２項、第16条、第17条、第19条、第20条、第
21条、第36条

－


